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規程」という｡）が改正された平成１

3一調査の概要

平成２１年４月]L５日付け朝日新聞で水産庁の漁業監督官が調査捕鯨船下誇
船時に土産として鯨肉を受け取っていたとの報道がなされたことを受け、国
家公務員倫理審査会事務局（以下「審査会事務局」という｡）より、国家公
務員倫理法（平成１１年法律第１２９号｡.以下「倫理法」という｡）等に違
反する疑いについて照会を受けた。

それ以降の審査会事務局との協議の結果を踏まえて、平成２１年]Ｌｏ月２

６日（月）に、国家公務員倫理審査会（以下「審査会」という｡）に倫理法
第22条に基づく報告及び同法第２３条第１項に基づく通知を行いも以後､
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また、第８次北西太平洋捕鯨調査（平成１３年５月１０日～１３年８月

~－－蕊蕊3を受領した。

ｒ
Ｉ 翁劃理猛画 倫理

法第２条第ら項の規定により、共船は、
0■ ■■

倫理規程第２条第１項第２号に規定

する利害関係者に該当する。
～

６本件行為の評価
①●

した。

(一‐」

畠４－

(~）

一
口
｜

〃
１
１
ｈ
ｈ
ｔ

利害関係者に該当する共船から、第ｒ4次南極海捕鯨調査（平成１２年｡

■■■
利害関係者に該当する共船から、第９次北西太平洋捕鯨調査（平成１４

、
‐
‐
凶

(２）

赤肉

から物品の贈与を受けたものと評価されること

■(３）

から、倫理規程第３条第１項第１号違反に該当する。また､．この行為は国
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利害関係者に該当ずる共船から、第１．７次南極海捕鯨調査（平成１５年●

､この行為は、利害関係者から物品の贈与を受けたものと評価されること
から、倫理規程第３条第１項第１号違反に該当する。また、この行為は国
家公務員法第９９条にも違反するが
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から、倫理規程第３条第１項第１号違反に該当する。また、この行為は国
家公務員法第９９条にも違反する。

７予定する処分の内容

人事院規則２２－１（倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒
処分の基準)別表において､利害関係者から物品等の贈与を受けた場合は｢免
職、停職、減給又は戒告」と定められている。．

また、同人事院規則第７条では、「当該職員が行った当該違反行為の態様．
，等に照らし懲戒処分を行わないごとに相当の理由があると認められるとき．
．(懲戒処分基準の種類に「戒告」が含まれている場合に限る）は、懲戒処分
を行わないことができる｡」とされている。

これら人事院規則の規定を踏まえ、上記６により．倫理規程第３条第１項第
－１号違反に該当すると評価した４名に対する処分の量定について、当該４名弧
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管理監督責任２名

矯正措置２名（厳重注意２名）

少

本件事案は、利害関係者から物品等の贈与を受けたものでありで職員に対
して倫理法及び倫理規程の遵守に係る指導等を行う立場にあった課長の対応

｡■勺
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が十分でなかったと思料されること
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貝の以

ととする．

①■■遠洋課長：

(厳重注意)」

.，処分量定「矯正措置.(厳重注意)」

９．再発防止策

なお、 向中員のため､水産庁に復帰
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した時点で「矯正措置（厳重注意)」を行う。

〃
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その際、今回の違反事例の態様をあわせて周知し、類似の倫理規程違反
の防止に努める。

②部課長等の管理者に対し、今回の違反事例の態様の周知と併せて、倫理
規程について十分理解する必要があること、部下職員を指導する立場にあ
ることを庁議等の場で指導徹底する。

③農林水産省独自の倫理啓発週間（６月）及び国家公務員倫理週間（１２
月）における水産庁での職場研修について、参集者の拡大や内容の充実を
図り、倫理意識のより一層の向上に努める。

②山下潤（遠洋課長：

処分量定「矯正措置｢矯正措置

－７－

重ノテjl哉員掲示釈



なお、本件事案に係るような行為が再発しないよう､平成２０年の捕鯨調

査終了後、関係者（鯨研、共船）に対し、職員へ鯨肉を送付しないよう要請
した。．．：

ヨゐFHも詞
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当該規定に該当するとの認識がなくも･当

骸協議を失念したことは､誠に遺憾である。；
当該規定は､倫理法等違反の疑いで調査中の職員に対し退職に係る処分を汁

ｒ言う竺亥量童宣馳群査会欝欝言と里撤駕壷２℃ｏ今回この協議を柿ず1毛画みせたことは､不適切な対応であったとー
重く受け止め､今後は､調査の対象となっている職員細■除せようと
する場合等における審査会への協議について徹底を図り、二度とこのような

ことが起こらないよう努めてまいる所存である。

１１公表の有無一

「国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公

表指針について」（平成１５年ｎ月１３日付け倫参－５２）･に基づき､､処

分後その概要を速やかに公表する。；
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鯨類調査捕獲事業に係る水産庁職員の鯨肉受領について

’竃麓電尋
ｈ）第１３次南極海鯨類捕獲調査(平成１１年１１月９日～平成１２年４月６白）
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鐙

入した鯨肉

(別添）

－
１

ベーコン

赤肉

計

②購入した部位”量

」jｌ－

■

■

○
グ
ー
“
，
９
１
・
ｑ
Ｌ
虹

■
鰹

=一ｑ

ザＺ

（

種

錘

１－

一

－

■

嗣 墨 謡
■歴

－』
Ｉ
Ｉ
Ｌ
‐
’
１
画
串

=－－－－』



赤 肉

計

一

露呂３

画

③購入した鯨肉の市場価格

・平成１２年度国際資源管理システム委託事業に係る価格調査での１ｋｇ当たりの平均価
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平成１４年度公海漁業等適正管理委託事業に係る価格調査での１ｋｇ当たりの平均価格
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③受領した鯨肉の市場価格滝
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（１）第９次北西太平洋鯨類捕獲調査（平成１４年６月２９日～平成１４年９月２３日）

①鯨肉受領の有無′有

領した鯨肉

■

(塗雰

=－４

ベーコン
■■

|__』『

『一）

（

赤肉
可

計
鐘蓮錘』
約６１，６５０円～６５ゾ２５０円
相当

②受領した部位ｈ量

霊露霊認受

‐９‐

鍵,塵５房

（

翌嘩

一
厨

。

雲三二三三三三
一
・

一

蓮夢

巳一画一一

亜画感

『
ｊ

一
一

璽圃息
■｡一一一二二配一一一

■
９

－－コ卓与寮＝

（
■
ｉ
１
１
４
口
■
｜
■

一

一一一一 ー
－＝＝一－

１。

画 題団

ﾖ璽屋，鋤８鑑蕊

一
睡
綴

■虜雇
一一一申一



－１

ヂ

鶴

○

可

一一１

尋【

一一一一‐＝＝ー＝戸一一一画＝

ｒ -ー善＝
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③受領した鯨肉の市場価格，

平成１６年度鯨類資源調査等対策委託事業に係る価格調査での１ｋｇ当たりの平均価格、
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